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て
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は
じ
め
に

一
乗
谷
の
南
陽
寺
跡
・
湯
殿
跡
・
諏
訪
館
跡
・
朝

倉
義
景
館
跡
に
あ
る
四
庭
園
は
日
本
を
代
表
す
る
戦

国
時
代
の
庭
園
と
し
て
平
成
三
年
(
一
九
九
二
国

の
特
別
名
勝
に
格
上
げ
指
定
さ
れ
、
一
括
し
て
二

乗
谷
朝
倉
氏
庭
園
」
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
の

諏
訪
館
跡
庭
園
は
上
・
下
二
段
か
ら
成
る
林
泉
庭
園

で
現
在
発
掘
に
よ
っ
て
検
出
さ
れ
た
導
水
路
・
暗
渠

を
通
じ
て
谷
川
の
水
が
滝
口
に
流
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
下
段
の
庭
の
滝
正
面
に
向
っ
て
右
側
の
高
さ
四
・

一
三
メ
ー
ト
ル
の
巨
大
な
滝
副
石
は
「
諏
訪
の
立

(1) 

石
」
と
呼
ば
れ
有
名
で
あ
る
。
こ
の
石
の
表
面
に
は

佐
藤

諏
訪
の
立
石
の
刻
字
に
つ
い
て

圭

(
前
略
)
又
旧
庭
園
の
最
大
の
立
石
の
表
面
に
弘

化
四
年
に
刻
し
た
文
字
が
あ
る
。
即
ち
宗
清
、
宗

淳
、
宗
滴
三
氏
の
法
名
で
幕
末
の
頃
に
は
之
を

朝
倉
氏
の
墓
石
と
見
倣
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

前
掲
の
報
告
書
で
は
刻
字
の
内
容
に
つ
い
て
充
分

福
井
県
の
史
跡
の
調
査
に
当
た
っ
た
上
田
三
平
は
諏
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
著
書
で
は
事

訪
の
立
石
に
つ
い
て
大
正
十
年
(
一
九
二
二
に
福
実
に
則
し
た
明
快
な
記
載
に
な
っ
て
い
る
。
恐
ら
く

井
県
内
務
部
か
ら
発
行
さ
れ
た
報
告
書
の
中
で
次
の
上
田
氏
は
前
掲
報
告
書
の
記
載
の
不
備
に
気
が
付
き
、

(2) 

よ

う

に

述

べ

て

い

る

。

著

書

に

収

め

る

に

あ

た

っ

て

こ

の

部

分

を

書

き

直

さ

(
前
略
)
館
祉
の
南
に
諏
訪
の
立
石
あ
り
朝
倉
氏
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
の
諸
氏
の
論
調

庭
園
の
跡
を
見
る
べ
く
館
祉
の
一
と
し
て
保
存
は
刻
字
の
内
容
で
は
な
く
し
て
そ
の
行
為
に
対
す
る

す
べ
き
も
の
な
り
と
す
。
然
る
に
幕
末
の
頃
其
非
難
が
主
と
な
り
、
朝
倉
氏
五
代
の
当
主
の
う
ち
中

庭
園
の
巨
石
に
朝
倉
三
氏
の
戒
名
を
刻
し
た
る
三
代
の
墓
が
な
い
た
め
に
刻
ん
だ
と
す
る
説
や
後
世

は
無
意
味
の
企
と
い
ふ
べ
く
敬
美
描
く
処
の
一
に
富
豪
の
庭
石
に
搬
出
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
字
を
大

(4) 

乗
古
図
亦
之
を
氏
景
貞
景
孝
景
三
代
の
墓
と
記
書
し
た
と
い
う
よ
う
な
俗
説
が
流
布
し
て
い
る
。

せ
り
。
一
乗
谷
遺
跡
を
顕
彰
せ
ん
と
の
志
は
喜
そ
う
し
た
俗
説
の
ひ
と
つ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る

ぶ
べ
き
も
附
加
的
復
旧
の
企
は
慎
む
べ
き
な
り
。
の
が
「
一
乗
谷
絵
図
」
(
通
称
古
絵
図
、
安
波
賀
春
日

(5) 

こ
の
文
章
か
ら
上
田
氏
が
こ
の
刻
字
に
つ
い
て
あ
神
社
蔵
)
で
あ
る
。
こ
の
絵
図
は
一
乗
谷
の
歴
史
か

ま
り
好
感
を
持
た
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ら
み
る
と
決
し
て
古
い
も
の
で
は
な
い
が
、
一
乗
谷

と
こ
ろ
が
そ
の
後
昭
和
八
年
(
一
九
三
三
)
に
氏
が
に
関
す
る
数
少
な
い
絵
図
史
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

こ
の
報
告
書
を
基
に
し
て
著
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
た
だ
そ
こ
に
記
さ
れ
た
文
字
内
容
に
つ
い
て
は
検
討

『
越
前
及
若
狭
地
方
の
史
蹟
』
で
は
右
の
よ
う
な
論
す
べ
き
も
の
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
絵
図
に
よ
れ
ば
諏

(

3

)

(

6

)
 

調
は
抹
消
さ
れ
、
次
の
よ
う
な
記
載
に
な
っ
て
い
る
。
訪
の
立
石
は
棚
の
よ
う
な
も
の
で
囲
わ
れ
て
お
り
、

後
世
の
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
刻
字
を
め
ぐ

る
近
代
の
評
価
は
必
ず
し
も
芳
し
く
は
な
い
が
、
そ

の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

上
回
三
平
の
報
告
書
と
著
書
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そ
の
左
一
屑
に
次
の
よ
う
な
注
記
が
あ
る
。

氏
景
公

貞
景
公

孝
景
公

御
廟
所

ま
た
棚
の
下
の
と
こ
ろ
に
は
「
弘
化
四
丁
未
年
、

吉
田
・
青
木
発
而
造
立
、
筆
ハ
心
月
月
泉
大
和
尚
、

石
工
弥
三
L

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
図
で
は
諏

訪
の
立
石
の
刻
字
は
氏
景
・
貞
景
・
孝
景
三
代
の
廟

所
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は

上
田
氏
が
書
き
直
さ
れ
た
よ
う
に
宗
清
・
{
一
不
淳
・
宗

滴
と
い
う
朝
倉
貞
景
・
四
代
孝
景
・
教
景
三
人
の
法

名
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

朝
倉
集
義
の
記
録

前
述
の
よ
う
な
問
題
が
起
き
た
一
因
は
、
刻
字
の

判
読
が
容
易
で
な
い
た
め
か
こ
れ
ま
で
に
そ
の
本
文

が
示
き
れ
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
福

井
市
史
の
編
纂
に
伴
い
そ
の
関
連
史
料
が
公
刊
さ
れ

た
の
で
ま
ず
そ
れ
を
紹
介
す
る
。

文
久
三
年
ご
八
六
三
一
)
二
月
加
賀
藩
主
前
回
斉

泰
の
上
京
に
供
奉
し
た
加
賀
藩
士
朝
倉
集
義
は
、
そ

の
途
中
で
一
乗
谷
を
訪
れ
、
先
祖
の
廟
所
に
参
拝
し

た
。
ま
た
加
賀
へ
の
帰
路
に
は
心
月
寺
に
参
詣
し
て

同
寺
蔵
の
『
朝
倉
始
末
記
』
を
筆
写
の
た
め
に
借
用

し
て
い
る
。
集
義
は
同
年
八
月
ま
で
に
本
文
の
書
写

を
終
え
、
そ
の
末
尾
に
「
祖
先
墳
廟
ノ
略
図
し
を
書

い
て
亡
父
へ
の
供
養
と
し
た
。
彼
が
筆
写
し
た
『
朝

倉
始
末
記
』
の
巻
末
に
は
原
本
の
奥
書
の
写
し
の
次

に
右
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
お
り
、
コ
筒
井
市
史
資
料

編
2
古
代
・
中
世
』
に
全
文
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

朝
倉
集
義
が
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
一
乗
谷
に

は
「
義
景
公
御
廟
」
「
敏
景
公
御
廟
」
「
宗
滴
公
等

之
廟
所
」
以
上
三
ケ
所
の
廟
所
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は

現
在
の
朝
倉
義
景
墓
所
・
英
林
塚
・
諏
訪
の
立
石
に

対
応
し
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
も
の
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

宗
滴
公
等
之
廟
所
大
石
ニ
テ
形
チ
ヲ
不
作
、
如

左
三
体
ヲ
記
ス

弘
治
一
元
年
九
月
八
日

月
光
院
殿
照
葉
{
一
不
滴
大
居
士

永
正
九
年
三
月
廿
五
日

長
陽
院
殿
天
沢
{
一
示
清
大
居
士

天
正
十
七
年
三
月
廿
二
日

性
安
院
殿
大
崎
{
一
不
淳
大
居
士

横
面
ニ
現
心
月
廿
八
世
月
泉
代
造
立
之

弘
化
四
丁
未
年
造
之

吉
田
運
士
口

青
木
武
左
ヱ
門

此
ノ
廟
数
年
廃
レ
シ
ヲ
阿
波
賀
ノ
神
社
神
主
歎

シ
テ
、
其
辺
暫
ノ
関
田
畑
ヲ
遠
ケ
、
糞
物
ノ
ケ

カ
レ
ヲ
去
ラ
シ
メ
再
興
ス
ト
、
松
雲
庵
ノ
庵
主

物
語
ル
ナ
リ
、

こ
の
記
事
は
諏
訪
の
立
石
に
字
が
刻
ま
れ
た
十
六

年
後
に
一
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
松
雲
院
は
朝
倉
館

の
地
に
あ
っ
た
寺
院
で
も
と
朝
倉
孝
景
(
初
代
)
、

義
景
の
木
像
を
霊
屋
に
安
置
し
代
々
の
位
牌
を
肥
っ

て
い
た
。
記
事
は
そ
の
庵
主
の
談
話
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
お
り
、
ま
た
刻
字
は
恐
ら
く
朝
倉
集
義
が
読
み

取
っ
て
記
録
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ

の
記
事
の
信
頼
性
は
高
く
、
刻
字
の
意
味
内
容
を
理

解
す
る
上
で
最
も
重
要
な
史
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
諏
訪
の
立
石
は
「
宗
滴
公
等
之
廟

所
」
と
さ
れ
、
刻
字
の
内
容
は
朝
倉
貞
景
・
孝
景

(
四
代
)
・
教
景
の
院
号
・
法
名
と
没
年
月
日
、
弘
化

四
年
(
一
八
四
七
)
の
年
号
と
当
時
の
心
月
寺
住
職

の
代
、
吉
田
・
青
木
両
氏
の
名
な
ど
で
あ
る
。
現
在

で
も
こ
れ
ら
の
刻
字
の
大
部
分
は
確
認
で
き
、
文
字

に
つ
い
て
は
ほ
ぼ
誤
り
な
い
が
、
正
確
に
は
三
人
の
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院
号
・
法
名
の
下
に
二
行
割
注
で
没
年
月
日
が
」
記
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
上
部
に
は
種
字
(
パ
ン
)
が
刻
ま

れ
て
い
る
。
な
お
孝
景
(
四
代
)
の
院
号
、
法
名
の

上
に
は
「
贈
正
四
位
」
と
追
刻
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
犬
正
四
年
ご
九
一
五
)
の
贈
位
後
に
な
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。刻

字
の
主
体
と
契
機

83 

前
掲
の
刻
字
の
本
文
か
ら
諏
訪
の
立
石
に
文
字
を

刻
ん
だ
発
起
人
は
吉
田
運
吉
と
青
木
武
右
衛
門
の
両

人
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
吉
田
運
吉
は

安
波
賀
春
日
神
社
の
宮
司
で
、
『
一
乗
谷
村
史
』
に

よ
れ
ば
明
治
六
年
(
一
八
七
三
)
八
十
五
歳
で
没
し

た
と
さ
れ
る
の
で
逆
算
す
る
と
寛
政
元
年
(
一
七
八

九
)
生
れ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文
字
を
刻
ん

だ
時
は
五
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
吉
田
運
吉
は
土
地
の

開
懇
や
用
水
の
整
備
に
つ
と
め
、
公
共
の
事
業
に
尽

力
し
た
。
青
木
武
右
衛
門
は
中
脇
の
人
で
代
々
大
庄

屋
を
つ
と
め
た
旧
家
で
あ
る
。
こ
の
二
人
は
協
力
し

て
天
保
二
年
二
八
三
二
に
美
濃
街
道
の
「
武
運

橋
L

を
架
け
た
と
い
う
。
い
ず
れ
も
地
域
の
有
力
者

で
社
会
的
な
指
導
者
で
も
あ
っ
た
。

前
掲
の
朝
倉
集
義
の
記
録
に
よ
れ
ば
こ
の
吉
田
運

佐
藤

諏
訪
の
立
石
の
刻
字
に
つ
い
て

吉
が
近
辺
に
田
畠
を
開
く
こ
と
を
止
め
汚
物
を
掃
除

し
て
廟
所
の
再
興
に
尽
力
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ

と
を
実
証
す
る
の
が
春
日
神
社
蔵
の
次
の
文
書
で
あ

ヲ@。

差
上
申
証
文
一
札
之
事

一
去
ル
弘
化
四
丁
未
年
朝
倉
御
三
代
之
御
石
牌
御

再
建
被
成
候
ニ
付
、
私
先
代
所
持
仕
候
字
ス
ワ

ト
申
処
山
百
坪
、
正
銀
三
百
匁
ニ
御
売
渡
申
上

但
地
子
代
と
し
て
壱

候
処
実
正
明
白
ニ
御
座
候
、
其
翌
申
年
御
法
会

ヶ
年
録
音
匁

y
、
御
出
シ
可
被
下
事

御
修
行
被
遊
、
村
方
ニ
お
ゐ
て
も
難
有
奉
存
候
、

附
市
ハ
以
後
外
方
占
彼
是
申
者
有
之
候
ハ
、

本
人
井
ニ
村
役
人
共
罷
出
、
急
度
相
場
少
茂
御

難
題
懸
申
間
敷
候
、
為
後
日
此
度
改
而
一
札
差

上
候
処
、
の
市
如
件
、

第
十
二
区
域
戸
内
村

本
人
清
兵
衛
⑮

明
治
五
壬
申
年
十
月
村
惣
代
梅
田
清
左
衛
門
⑪

副
戸
長
斎
藤
オ
右
衛
門
@

吉
田
運
吉
様

青
木
武
右
衛
門
様

三
崎
玉
雲
様

こ
の
証
文
は
諏
訪
館
跡
の
土
地
所
有
者
が
「
朝
倉

御
三
代
之
御
石
牌
御
再
建
」
の
た
め
に
山
百
坪
を
提

供
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
(
「
石
牌
し
と
は

恐
ら
く
石
碑
の
音
通
か
石
牌
の
意
で
あ
ろ
う
)
。
弘

化
四
年
と
い
う
年
号
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
ま
さ
に

諏
訪
の
立
石
の
刻
字
に
つ
い
て
い
っ
て
い
る
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
吉
田
・
青
木

両
氏
は
弘
化
四
年
に
諏
訪
館
跡
の
山
百
坪
の
地
を
地

子
代
銀
払
い
を
条
件
と
し
て
買
得
し
、
立
石
に
法
名

を
刻
ん
で
廟
所
と
し
、
翌
嘉
永
元
年
(
一
八
四
八
)

に
は
法
会
が
営
ま
れ
た
。
そ
し
て
明
治
以
後
も
そ
う

し
た
土
地
関
係
は
続
き
、
清
兵
衛
の
代
に
な
っ
て
も

再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お
吉
田
・
青
木
両
氏
の
ほ

か
に
医
師
の
三
崎
玉
雲
も
こ
れ
に
加
わ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
諏
訪
の
立
石
の
刻
字
は
土
地

の
取
得
と
整
備
、
廟
所
の
再
興
、
法
会
の
修
行
と
い

っ
た
一
連
の
朝
倉
氏
顕
彰
運
動
の
一
環
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
実
証
さ
れ
る
。
こ

う
し
た
運
動
の
直
接
の
契
機
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で

な
い
が
、
朝
倉
孝
景
(
四
代
)
の
没
年
が
天
文
十
七

年
(
一
五
四
八
)
で
刻
字
の
年
代
が
弘
化
四
年
(
一

八
四
七
)
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
定
し
て
孝
景
(
四

代
)
の
三
百
年
忌
に
関
連
す
る
も
の
と
み
て
ほ
ぽ
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
翌
年
の
法
会
も
そ
れ
に
か
か

わ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
立
石
に
「
現
心
月
廿
八
世
月
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泉
代
造
立
之
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
当

然
朝
倉
氏
の
菩
提
寺
で
あ
る
心
月
寺
も
関
与
し
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
百
年
忌
や
法
会
は
恐
ら
く
心

月
寺
の
主
導
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
吉
田
運

吉
・
青
木
武
右
衛
門
の
両
人
は
こ
れ
を
一
乗
谷
で
記

念
す
べ
く
廟
所
の
再
興
を
は
か
り
諏
訪
の
立
石
に
字

を
刻
ん
だ
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

一
乗
谷
の
史
跡
公
園
と
し
て
の
整
備
は
近
年
着
々

と
進
ん
で
い
る
。
一
方
で
一
乗
谷
そ
の
も
の
に
関
す

る
文
献
資
料
は
限
ら
れ
て
お
り
研
究
上
の
ネ
ッ
ク
に

な
っ
て
い
る
。
今
後
新
史
料
の
発
見
も
あ
り
う
る
の

で
切
に
御
協
力
、
御
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

、主

(
1
)

諏
訪
館
は
朝
倉
義
且
一
民
の
後
妻
「
小
少
将
L

の
屋
敷
と
伝

え
ら
れ
る
。
彼
女
の
呼
名
に
つ
い
て
は
小
少
将
・
小
将
・

少
将
と
三
種
類
の
表
記
が
軍
記
物
に
み
え
る
。
こ
の
う
ち

の
小
将
は
少
将
の
誤
記
と
し
て
も
、
小
少
将
と
少
将
と
い

ず
れ
が
正
し
い
の
か
微
妙
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ロ
た
だ
朝
倉

義
景
館
の
外
濠
か
ら
「
少
将
L

「
少
し
ゃ
う
」
と
書
か
れ

た
小
型
の
付
札
が
八
枚
出
土
し
て
い
る
の
で
こ
れ
を
彼
女

の
も
の
と
み
て
少
将
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
文
化
十

二
年
二
八
一
五
)
に
書
か
れ
た
『
越
前
国
名
蹟
考
』
に

よ
れ
ば
、
こ
の
諏
訪
の
立
石
は
朝
倉
時
代
に
美
濃
固
か
ら

引
い
て
き
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
少
将
の
父
斎
藤
兵
部
少

輔
は
美
濃
か
ら
人
質
と
し
て
一
乗
谷
に
来
た
人
物
と
い
わ

れ
る
か
ら
恐
ら
く
こ
の
伝
説
は
彼
女
が
美
濃
か
ら
来
た
こ

と
と
混
乱
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(2)

『
若
狭
及
越
前
に
於
け
る
奈
良
朝
以
後
の
主
な
る
史
蹟

(
福
井
県
史
蹟
勝
地
調
査
報
告
第
二
冊
)
』
六
四
ペ
ー
ジ
、

一
九
一
一
一
年
福
井
県
内
務
部
発
行
。

(3)

上
回
三
平
著
『
越
前
及
若
狭
地
方
の
史
蹟
』
一
一
一
一
一
一
ベ

ー
ジ
、
一
九
三
三
年
三
秀
会
発
行
。

(4)

山
田
秋
甫
『
朝
倉
義
且
一
息
』
一
七

0
ペ
ー
ジ
、
一
九
三
六

年
朝
倉
義
且
一
民
公
遺
徳
顕
彰
会
発
行
。
青
山
作
太
郎
「
一
乗

谷
朝
倉
史
跡
・
伝
説
』
八
六
ペ
ー
ジ
、
一
九
七
二
年
柿
原

俊
一
発
行
。

(5)

『
福
井
市
史
資
料
編
別
巻
絵
図
・
地
図
』
一
四
、
一
五

ペ
ー
ジ
、
一
九
八
九
年
福
井
市
発
行
。

(6)

こ
の
絵
図
の
諏
訪
の
立
石
の
向
っ
て
右
側
に
松
ら
し
い

木
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
現
状
は
立
石
と
滝
口
の
向
っ
て

左
側
に
ヤ
マ
モ
ミ
ジ
の
巨
木
が
繁
っ
て
お
り
、
し
ば
し
ば

そ
の
カ
ラ

l
写
真
が
本
に
掲
載
さ
れ
る
。

(7)

『
福
井
市
史
資
料
編
2
古
代
・
中
世
』
九
七
三
一
j
九
七

六
ペ
ー
ジ
、
一
九
八
九
年
福
井
市
発
行
。

(8)

朝
倉
孝
景
(
四
代
)
の
没
年
が
天
正
十
七
年
に
な
っ
て

い
る
の
は
天
文
十
七
年
の
誤
り
で
あ
る
。
た
だ
し
立
石
に

は
実
際
に
寸
天
正
十
七
年
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
集
義

の
読
み
誤
り
で
は
な
い

付
記
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
吉
田
文
武
氏
と
藤
原

武
二
氏
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
一
乗
谷
の
古
絵
図
は
福
井
県
立
一
乗
谷
朝
倉

氏
遺
跡
資
料
館
第
一

O
回
企
画
展
図
録
『
一
乗
谷
の

宗
教
と
信
仰
』
に
初
め
て
鮮
明
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。
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